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知的財産権論日程

10月6日(水) ガイダンスおよび入門

10月13日(水) 技術者のための産業財産権(意匠・商標)

10月20日(水) 研究に役立つ特許情報の活用

10月27日(水) 技術者のための産業財産権(特許・実用)

11月10日(水) 技術者も知っておきたい技術契約について

11月17日(水) 国の知的財産戦略政策と大学研究者への期待

11月24日(水) 工学技術が支える最新医療とその特許の世界

12月1日(水) 大学研究室においても必要になった秘密保持知識

12月8日(水)
～

1月19日(水)
ケーススタディー

福代(工学部)

奥(知財本部)

沖田(知財本部)

佐田(知財本部)

奥(知財本部)

庄司(内閣官房)

斎藤(地域共同)

佐藤(経産省)

三木(工学部)
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知的財産権論の教科書

工学部・生協で販売中．

定価2,625円(税込み)
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知的財産権を学ぶ意義

自分の創作物を守る

他人の創作物を尊重する
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知的財産権が保護されると？

発明者（知的財産権を作った人）に利益

‒発明意欲を促進

知的財産を（有償で）活用することにより産
業と社会が進展
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知的財産権の分類

知的財産権

知的創作物

営業上の標識

発明

考案

デザイン・意匠

著作物

商標
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知的財産権を保護する法律

特許法

実用新案法

意匠法

発明

考案

デザイン・意匠

商標法

著作権法

商標

著作物

知的財産権法
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製品と知的財産権

実用新案権
アンテナ収納構造
に関する考案

意匠権
電話機の色や
形状

商標権
電話機メーカーの

マーク

特許権
小型軽量長寿命
電池に関する発明

特許庁：産業財産権標準テキスト「意匠編」p.7をもとに作成
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特許権とは何か

特許法による発明の保護

出願日から20年間保護

特許庁から権利が付与



MOT, Yamaguchi Univ.

© Kazuhiro Fukuyo 2004

特許≠発明

発明は特許出願し，登録されてから特許になる

出願は難しくない（費用さえ出せれば）
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出願例（つづき）
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特許法で保護される発明の条件

自然法則を利用

技術的思想

創作

技術的に高度
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自然法則の利用

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出
される科学的な法則

発明に該当しないもの

‒ 自然法則に反するもの： 永久機関

‒ 自然法則そのもの（発見）： エネルギ保存則

‒ 自然法則ではないもの： アルゴリズム
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技術的思想

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体
的な手段

第三者に客観的に伝達でき、第三者が実現でき
るもの

単なる情報の提示や練習によって得られる技能、
美的創作物は技術的思想に該当しない

該当しない例

‒ 投球フォーム，芸術作品
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創作

「創作」とは、新しいことを作り出すこと

創作の条件

‒ 新しさ

‒ 作り出したもの

‒ 自明でない

該当しない例

‒ 天然物質の発見

– ＤＮＡの構造解明
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「技術的に高度」？

技術的に高度のものは特許法で保護

高度でないものは実用新案法で保護
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日本の（近代）十大発明事例

豊田佐吉 自動織機

御木本幸吉 真珠の人工養殖

高峰譲吉 ジアスターゼ製造法

池田菊苗 「味の素」製造方法

鈴木梅太郎 ビタミンB1分離方法

杉本京太 邦文タイプライター

本田光太郎 KS鋼

八木秀次 八木アンテナ

丹羽保次郎 写真電送装置

三島徳七 磁石鋼
※特許庁：産業財産権（工業所有権）標準テキスト, p.9-10
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意匠の例(1)

小型乗用車「ヴィッツ」意匠登録弟1031393号
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意匠の例(2)

「いす」意匠登録弟1083090号
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商標の例

文字商標
TOYOTAサロンパス 宅急便

記号商標

図形商標

結合商標
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商号と商標の違い

商号

– 会社等が営業上で自己を表すために表示する名称
– 登記が必要
– 効力の範囲は、同一市町村内の同一営業のみ
商標

– 商品・サービスのマーク、ネーミング
– 使用の差止めと損害賠償が請求できる
– 先願主義、区分指定
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俗称と商標・社名

ホッチキス ステープラー

アクアラング スキューバ

ウィンドサーフィン ボード・セイル

ウォシュレット 温水洗浄トイレ

写るんです レンズ付きフィルム

オセロ リバーシ？
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特許をとらなかった大発明 ”VisiCalc”

世界初の表計算ソフト

開発者

– Dan Bricklin and Bob Frankston
1979年にリリース

後に”Lotus® 1-2-3”, ”Excel®”が出現

"I'm not rich because I invented VisiCalc, but I feel 
that I've made a change in the world. That's a 
satisfaction money can't buy." - Dan Bricklin
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